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弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻年報刊行及び投稿規定

1 　弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻（以下，略称「教職大学院」という。）は，その教育・研究
の成果を内外に示し今後の発展に資するために，『弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻年報』（以下，
『年報』という。）を発行する。この規定は，『年報』の発行に関する必要事項を定めるものとする。
2　『年報』編集・発行・公開
　（1）教職大学院は，専攻内に「年報編集委員会」を設置する。
　（2）「年報編集委員会」には，編集委員長を置く。
　（3）編集委員長は，『年報』の編集・刊行の責任者として事務を総括する。
　（4）�『年報』の原稿募集，採否，掲載の順序，体裁等の作業は「年報編集委員会」で行い，専攻会議の議

を経て発行する。
　（5）�年報は電子媒体で発行し，弘前大学情報リポジトリにて公開する。その上で，その旨を各執筆者，教

職大学院教員，教職大学院院生，学内各機関及び研究教員，学外関係者（別に定める）に周知する。
3　『年報』の著者には，次に掲げる者のうちのいずれかが含まれていなければならない。
　（1）教職大学院の専任教員及び兼担の教員
　（2）教職大学院の院生及び修了生
　（3）教職大学院元教員，教職大学院非常勤講師等「年報編集委員会」が認めた者
4　内容は次の各号に掲げるものとする。
　（1）『年報』は，原則として，「学習成果報告書」，「研究論文」等をもって構成する。
　（2）「学習成果報告書」は，修了予定院生が審査を受けた「学習成果報告書」とする。
　（3）「学習成果報告書」の様式は，別に定める【学習成果報告書作成要項】にしたがう。
　（4）「研究論文」等は投稿による。
　（5）「研究論文」等の投稿に当たり，下記の【投稿要領】にしたがう。
5　発行は原則として各年度 3月の年 1回とする。
6　「研究論文」等の原稿の締切は，原則として 1月20日とする。 1月20日が休日の場合は，翌週の月曜日
とする。
7　『年報』の発行形式は，A 4判横組みとする。文字はMS明朝 9ポイント相当とし， 1印刷ページは 1行
24字，45行の 2段組で，2,160字とする。英文等の場合は 1段組とする。各論文の長さは，図・表・写真
等すべてを含めた刷り上がり10ページ以内とする。
8　掲載順序など，編集に関することは「年報編集委員会」が決定する。なお，投稿原稿の内容等に疑義が
生じた場合，本委員会は著者と協議し，必要があれば訂正等を求める。
9　原則として原稿の受理後における内容の変更等は認めない。
10　校正は原則として著者が行い， 2校までとする。校正は印刷上の誤りの訂正のみとし，原則として文章
や図表の差し換え，追加等は認めない。「学習成果報告書」の校正は，原則として指導教員が行う。
11　論文が11ページ以上に及ぶ場合や，カラー印刷や図版の作製等に特別の経費を要する場合は，その経費
は原則として著者負担とする。　　
12　別刷を希望する場合は，投稿の際に必要部数を申し出る。別刷の経費は著者負担とする。
13　『年報』に掲載された論文等の著作権は当該論文等の著者に帰属する。ただし，「年報編集委員会」は投
稿された論文を「弘前大学学術情報リポジトリ」に掲載して公開するものとする。

� この規定は，平成30年 2 月21日から施行する。
� この規定は，令和 2年 7月22日から施行する。
� この規定は，令和 3年 6月16日から施行する。
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